
参考資料

１．達成目標の設定理由等

施策（１） 多様な経営発展による活力ある生産構造の確立

【目標】① （ア）資源管理・漁業経営安定対策（注１）加入漁業者による漁業生産の割合
漁業経営の安定の確保 【測定指標の選定理由】

水産資源の持続的利用と漁業経営の安定的な発展を確保することにより、我が国の
水産物の自給力を維持・強化していくため、水産基本計画において、資源管理・漁業
経営安定対策の下で、資源管理に取り組む漁業者による漁業生産の割合を９０％（平
成 34年度）にすることを目指すこととしている。

資源管理・収入安定対策（漁業収入安定対策事業）の加入状況

加入率 加入件数

平成２５年３月末 ６０％ １８，７９１件

平成２６年３月末 ６１％ １９，００９件

平成２７年３月末 ６４％ １９，９０５件

平成２８年３月末 ６８％ ２１，８３６件

（水産庁作成）

※１ 加入率及び加入件数に岩手県、宮城県及び福島県の数値は含まれない。
※２ 加入率：加入者の漁業生産金額／全国の漁業生産金額を基に計算したもの

【把握の方法】
水産庁調査により把握。

【達成度合の判定方法】
達成率＝漁業収入安定対策加入漁業者による漁業生産の割合÷目標値×100（％）
Ａ’ランク：150％超、Ａランク：90％以上150％以下、Ｂランク：50％以上90％未満、Ｃラ
ンク：50％未満

【目標】② （ア）新規漁業就業者数
担い手の確保 【測定指標の選定理由】

漁業就業者数は、平成 20 年の 22 万人から平成 29 年には 15 万人に減少し、特に
45 歳未満の漁業就業者数は、平成 20 年と比較し約 1 万 4 千人減少する見込みであ
る。このような状況の中、漁業を担う人材の円滑な世代交代により、活力ある漁業生産
構造を維持するため、新規漁業就業者数を測定指標として選定した。

【目標値（水準・目標年度）の設定の根拠】
45 歳未満の就業者数を平成 20 年の 5 万人に維持するためには 2000 人の若い漁

業就業者を確保する必要があるため、年間 2000人を確保することを目標とする。
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（水産庁作成）

※ 平成 22年は、被災３県（岩手県、宮城県、福島県）においては、調査が実施でき
なかったため、全国の趨勢を基に推定。平成 23年は、福島県において調査が実施
できなかったため、福島県を除いた数値。

【把握の方法】
水産庁調査、農林水産省「漁業センサス」により把握。

【達成度合の判定方法】
達成率＝当該年度の新規就業者数÷目標値×100（％）
Ａ’ランク：150％超、Ａランク：90％以上150％以下、Ｂランク：50％以上90％未満、Ｃラ
ンク：50％未満

（イ）漁船海難（注２）等による死者・行方不明者数
【測定指標の選定理由】
漁船海難等による死者・行方不明者は年間 100 名を超えており、漁業者の安全確保

はもとより、漁業への新規就業者の確保・育成のためにも、漁船操業の安全性の向上は
極めて重要な課題であるため、漁船海難等による死者・行方不明者数を測定指標とす
る。

【目標値（水準・目標年度）の設定の根拠】
第９次交通安全基本計画（平成 23 年度～平成 27 年度）において、第８次交通安全

基本計画期間の年平均の海難隻数と比べ、平成 27 年までに約１割削減するとされて
いる。これを踏まえ、漁船海難及び海難によらない海中転落（注２）による死者・行方不
明者について、平成 18 年～平成 22 年の平均人数（ 125 人）から約１割（ 12 人）を平
成 27年までに削減することとし、年約 2％の削減を目標とする。
（注）根拠とする数値は暦年としているため、人数は全て暦年としている。

21参考－2



（水産庁作成）

【把握の方法】
平成 26年及び 27年の実績値は海上保安庁への聞き取りにより把握。

【達成度合の判定方法】
A （おおむね有効）：毎年の目標値未満（死亡・行方不明者数が減少した）の場合
B （有効性に問題）：基準値を上回った場合
C （有効性の向上が必要）：上記以外の場合

施策（２） 水産関係団体の再編整備

【目標】① （ア）経営不振漁協（注４）数
漁業協同組合系統（注 【測定指標の選定理由】

３）等の再編整備 これまで、多額の繰越欠損金を抱えた経営不振漁協（要改善漁協）を対象として集
中的に施策を実施してきたところ、一層の再編整備を図ることとし、繰越欠損金を抱える
全ての経営不振漁協数を指標として設定した。

【目標値（水準・目標年度）の設定の根拠】
繰越欠損金を抱える経営不振漁協 251 組合（平成 23 年度）全てについて、東日本

大震災の影響を受けている漁協の再建目安である 15年以内に、繰越欠損金の解消又
は蓋然性のある経営改善計画を策定する等の経営再建を図ることとし、年平均約 17組
合の経営不振漁協を削減することを目標値として設定する。

（水産庁作成）

※ 27 年度の実績値は、 28 年７月までに把握が困難なことから、 26 年度実績値を用
いて評価を行う。このため、年度ごとの目標値は、前年度の値を記入している。
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【把握の方法】
経営不振漁協の経営改善指導を行うJF経営指導全国委員会に参加すること等を通じ
て把握

【達成度合の判定方法】
達成率（％）＝（基準値－当該年度の実績値）÷（基準値－目標値）×100（％）
Ａ’ランク：150％超、Ａランク：90％以上150％以下、Ｂランク：50％以上90％未満、Ｃラ
ンク：50％未満

２．用語解説

注１ 資源管理・漁業経 対策名について、平成 25 年１月より「資源管理・漁業所得補償対策」を「資源管理・漁
営安定対策 業経営安定対策」に変更。なお、事業内容に変更はない。

注２
（１）海難 （１）衝突、転覆、火災などの船舶の運用等に伴う船舶等に関する事故
（2）海難によらない海中転 （２）海難によらず乗船中（漁ろう作業中等）に海中へ転落した事故
落

注３ 漁業協同組合系統 水産業協同組合法（昭和23年法律第242号）に基づき設立された漁業協同組合並び
に都道府県段階及び全国段階等の連合会に至る協同組織。単に「漁業協同組合」と
いう場合は「沿海地区漁業協同組合（沿海地区漁協）」を指す。

注４ 経営不振漁協 繰越欠損金を有し、金融機関等と合意した蓋然性のある経営改善計画を策定すること
が出来ない等その解消に向けた目処が立っていない漁業協同組合。


